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冬季休暇期間の注意事項（注意喚起） 

 

国内においての新型コロナウイルス新規感染者数は低水準で推移しておりますが、

一方において、「オミクロン株」が出現するなど留意が必要な状況が続いていますの

で、今後とも場面に応じた感染防止対策の徹底を引き続きお願いいたします。 
また、下記についても留意して過ごすよう注意喚起します。 

なお、違法行為については、大学として懲戒処分に処します。 

 

記 

 

 

１．未成年の飲酒・喫煙の禁止及び飲酒運転の厳禁 

未成年の飲酒・喫煙及び飲酒運転はしないでください。 

特に飲酒運転は、過失致死に至る交通事故の原因となり、重大な犯罪です。 

 

 

２．交通事故防止の徹底 

   冬季休暇期間は、一般の方々も車を使用する機会が増えます。 

   車を運転する学生は、普段以上に交通ルールやマナーの遵守を徹底し、交通事

故防止に努めてください。 

 

 

３．薬物乱用の厳禁 

   薬物の乱用は、あなたとあなたの周りの社会を壊します。 

 


